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(57)【要約】
　システムは解析ユニット１４０を有し、解析ユニット
１４０は、医用画像１０５及び関連情報を、記憶されて
いる医療ガイドライン１４２と比較し、前記比較に基づ
いて、医療ガイドラインからのずれ又は逸脱３４０を識
別する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医用画像及び関連情報を記憶された医療ガイドラインと比較し、前記比較に基づいて、
前記医療ガイドラインからのずれ又は逸脱を識別するように構成される１又は複数のプロ
セッサを有する解析ユニットを具備するシステム。
【請求項２】
　ネットワークを介して送信される前記医用画像及び関連情報をキャプチャし読み込み、
前記医用画像及び関連情報を前記解析ユニットに通信するように構成される１又は複数の
プロセッサを有するネットワーク解析器を更に具備する、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　識別された前記医療ガイドラインからのずれ又は逸脱を表示装置に表示するように構成
される１又は複数のプロセッサを有するダッシュボードユニットを更に具備する、請求項
１又は２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記医用画像及び関連情報が、ＤＩＣＯＭフォーマット画像及び関連のＤＩＣＯＭデー
タを含む、請求項１乃至３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項５】
　前記記憶された医療ガイドラインは、前記医用画像及び関連情報を前記医療ガイドライ
ンの識別情報と比較することに基づいて、複数の記憶された医療ガイドラインの中から選
択される、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記解析ユニットは、
　　不正確な撮像プロトコル選択、不正確なスキャンパラメータ、患者に対して繰り返さ
れるスキャンデータ取得、患者に対する欠けているスキャンデータ取得、不正確な画像再
構成、不正確な患者ポジショニング、再構成画像の不正確なルーティング、及び繰り返さ
れる撮像スキャンプロシージャを含む複数のずれ又は逸脱をサーチし、
　不正確な撮像プロトコルの選択、不正確なスキャンパラメータ、患者に対し繰り返され
るスキャンデータ取得、患者に対する欠如したスキャンデータ取得、不正確な画像再構成
、不正確な患者ポジショニング、再構成画像の不正確なルーティング、繰り返される撮像
スキャンプロシージャ、を含む群から選択される少なくとも１つを含むずれ又は逸脱を識
別する、
請求項１乃至５のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項７】
　前記医療ガイドラインは、医用撮像装置のための１又は複数のスキャンパラメータを含
む、請求項１乃至６のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項８】
　前記医用画像及び関連情報が、遡及的に解析される画像記憶サブシステムに記憶された
、過去に送信された医用画像及び関連情報を含む、請求項１乃至７のいずれか１項に記載
のシステム。
【請求項９】
　医用画像及び関連情報を、記憶された医用ガイドラインと比較するステップと、
　前記比較に基づいて、前記医療ガイドラインからのずれ又は逸脱を識別するステップと
、
を含む方法。
【請求項１０】
　ネットワークを介して送信された前記医用画像及び関連情報をキャプチャし読み込むス
テップを更に含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　識別された前記医療ガイドラインからのずれ又は逸脱を表示装置に表示するステップを
更に含む、請求項９又は１０に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記医用画像及び関連情報が、ＤＩＣＯＭフォーマット画像及び関連ＤＩＣＯＭデータ
を含む、請求項９乃至１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記比較するステップが、前記医用画像及び関連情報を前記医療ガイドラインの識別情
報と比較することに基づいて、前記記憶された医療ガイドラインを、複数の記憶された医
療ガイドラインの中から選択することを含む、請求項９乃至１２のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項１４】
　前記比較するステップは、複数のずれ又は逸脱をサーチするステップを含み、
　前記識別されるずれ又は逸脱は、不正確な撮像プロトコルの選択、不正確なスキャンパ
ラメータ、患者について繰り返されるスキャンデータ取得、患者に関する欠如するスキャ
ンデータ取得、不正確な画像再構成、不正確な患者ポジショニング、再構成された画像に
関する不正確なルーティング、及び繰り返される撮像スキャンプロシージャ、を含む群か
ら選択される少なくとも１つを含む、請求項９乃至１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記医療ガイドラインは、医用撮像装置の１又は複数のスキャンパラメータを含む、請
求項１１乃至１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　医用画像及び関連情報を、記憶された医用ガイドラインと比較するステップと、
　前記比較に基づいて、前記医療ガイドラインからのずれ又は逸脱を識別するステップと
、
を実行するように１又は複数のプロセッサを制御する命令を担持する非一時的コンピュー
タ可読記憶媒体。
【請求項１７】
　前記１又は複数のプロセッサが更に、ネットワークを介して、送信された前記医用画像
及び関連情報をキャプチャし読み込むように制御される、請求項１６に記載の非一時的コ
ンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１８】
　前記１又は複数のプロセッサが更に、識別された前記医療ガイドラインからのずれ又は
逸脱を表示装置に表示するように制御される、請求項１６又は１７に記載の非一時的コン
ピュータ可読記憶媒体。
【請求項１９】
　前記１又は複数のプロセッサが更に、前記医療ガイドラインからの識別されたずれ又は
逸脱を表示装置に表示するように制御される、請求項１６乃至１８のいずれか１項に記載
の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２０】
　前記１又は複数のプロセッサが更に、前記医用画像及び関連情報を医療ガイドラインの
識別情報と比較することに基づいて、前記記憶された医療ガイドラインを、複数の記憶さ
れた医療ガイドラインの中から選択するように制御される、請求項１６乃至１９のいずれ
か１項に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　以下は、一般に医用イメージングに関し、より具体的には医療提供機関における医用撮
像ガイドライン及び撮像プロトコルの順守の監視及び報告に関する。
【背景技術】
【０００２】
　病院、診療所などの医療提供機関は、コンピュータトモグラフィ（ＣＴ）、磁気共鳴イ
メージング（ＭＲ）、ポジトロンエミッショントモグラフィ（ＰＥＴ）、単一陽子放出コ
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ンピュータトモグラフィ（ＳＰＥＣＴ）、超音波（ＵＳ）、それらの組み合わせなど、し
ばしば種々異なる撮像モダリティによる患者の医療イメージングを提供する。患者の医用
イメージングは、複数のモダリティ、及び同じモダリティのスキャナの複数のベンダを有
する複数のベンダからのイメージング装置又はスキャナを含むことができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　患者の医用イメージングは、業界の医療標準、法規制コンプライアンス、及び医療機関
のポリシー及びプロシージャから部分的に導き出される医療機関の臨床ガイドラインによ
って支配される。ガイドラインは、医用イメージングの生成及び提供における妥当性及び
経済効率の両方を考慮する。妥当性は、特定の医学的兆候が与えられる場合の検査の利益
及び有害性に関する。ガイドラインは、オーダーされた撮像プロシージャに応答して、特
定のスキャナ又はスキャナタイプによる患者撮像データの適切な取得のための適切な撮像
プロトコル、及び取得された患者撮像データからの画像再構成プロシージャを識別する。
ガイドラインは更に、再構成された画像に関するルーティングプロシージャを指定するこ
とができる。
【０００４】
　例えば、医師によりオーダーされた医療処置に応じて、患者のＣＴ胸部画像が、支配的
なガイドラインに従ってＣＴスキャナを使用してＣＴ技術者によって当該患者について生
成される。生成されるＣＴ胸部画像は、ＤＩＣＯＭ（Digital Imaging and Communicatio
ns in Medicine）規格形式でフォーマットされる。ＤＩＣＯＭプロトコルを使用して、Ｃ
Ｔ胸部画像は、放射線技師による即座の解析のために診断ワークステーションに送信され
、及び／又は後の取り出し及び解析のために画像保管通信システム（ＰＡＣＳ）に送信さ
れる。
【０００５】
　撮像プロトコルは、各スキャナによる取得のためのスキャンパラメータ設定を指定する
。例えば、胸部腹部骨盤ＣＴ撮像プロトコルでは、スキャンプロトコルパラメータは、患
者をスキャンするためにＣＴスキャナによって生成されるＸ線放射のエネルギーレベルを
含み、スキャンエネルギーレベルパラメータは、他のスキャンパラメータと共に、撮像プ
ロシージャの最中に個々の患者に投与されるＸ線線量を規定する。スキャンパラメータは
、スキャナのモデルや製造元に固有のものでありうる。撮像プロトコルは、造影剤の投与
、患者のポジショニング、安全プロシージャなどの医療イメージングの他の態様を含むこ
とができる。
【０００６】
　ガイドラインからのずれ又は逸脱は、コストを増大させ、不正確又は低品質の画像をも
たらし、繰り返しの画像データ取得を引き起こし、患者医用画像のタイムクリティカルな
供給を遅延させ、患者に不要な及び／又は追加の放射線量を与え、それらの組み合わせな
どをもたらす。例えば、撮像プロシージャのＣＴスキャンパラメータのずれは、実行不可
能なスキャン取得データを引き起こし、実行可能なスキャン取得データを得るために、補
正されたスキャンパラメータでイメージングプロシージャを繰り返すことがある。しかし
ながら、患者は依然として、スキャンパラメータのずれを伴う不必要な線量の撮像プロシ
ージャを受け、患者は、補正されたＣＴスキャンのために遅延され、ＣＴスキャナは、補
正されたスキャンの最中、他の患者には利用できない。
【０００７】
　撮像ガイドラインは、通常、異なる患者の身体的属性、診断目的のレンジ、及び異なる
状況に適応するために程度の柔軟性を有する。スキャンパラメータ、イメージングプロト
コル、及びガイドラインは動的であり、ベンダによる変更及び／又は改善、公開される医
学研究、組織の変更などに応じて継続的な変更及び改善の対象となる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　本明細書に記載の態様は、上述した問題及び他の問題に対処する。
【０００９】
　以下は、医用イメージングにおけるガイドライン及びプロトコル順守を監視し報告する
システム及び方法を説明する。ＤＩＣＯＭデータ（すなわち医用画像及び関連情報）は、
ネットワークを介して送信され、それらはキャプチャされ解析され、例えば「傍受」され
る。いくつかの実施形態では、ＤＩＣＯＭデータは、ＰＡＣＳなどのコンピュータ記憶装
置から遡及的解析の際に取得される。送信された医用画像及び関連情報は、送信ポイント
、受信ポイント、ネットワーク通過ポイント、及び／又はそれらの組み合わせにおいてキ
ャプチャされ、読み込まれる。送信された医用画像及び関連情報は、臨床ガイドラインと
比較され、ずれ及び／又は逸脱が識別される。識別されたずれ及び／又は逸脱は、表示装
置に表示されることができる。ずれ及び／又は逸脱の表示は、遡及的に解析された医用画
像及び関連情報を含み得る。ずれ及び／又は逸脱の表示は、テキスト表示及び／又はグラ
フィック表示を含み得る。ずれ及び／又は逸脱の表示は、個々の異なるレベルの集約又は
細かさを含み得る。
【００１０】
　１つの見地において、システムは解析ユニットを含み、解析ユニットは、医用画像及び
関連情報を、記憶された医療ガイドラインと比較し、その比較に基づいて医療ガイドライ
ンからのずれ又は逸脱を識別する。
【００１１】
　別の態様では、方法は、医用画像及び関連情報を、記憶されている医用ガイドラインと
比較することを含む。医療ガイドラインからのずれ又は逸脱は、比較に基づいて識別され
る。
【００１２】
　別の態様では、命令を担持する非一時的コンピュータ可読記憶媒体は、医用画像及び関
連情報を記憶された医用ガイドラインと比較し、その比較に基づいて医用ガイドラインか
らのずれ又は逸脱を識別するように、１又は複数のプロセッサを制御する。
【００１３】
　本発明のこれら及び他の態様は、以下に記載される実施形態から明らかになり、それら
を参照して説明される。
【００１４】
　本発明は、さまざまな構成要素及び構成要素の取り合わせ並びにさまざまなステップ及
びステップの取り合わせの形をとることができる。図面は、好適な実施形態を例示する目
的のためだけにあり、本発明を制限するものとして解釈されるべきではない。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】医用撮像ガイドライン及びプロトコル順守システムの一実施形態を概略的に示す
図。
【図２】例示的な医用撮像ガイドラインを示す図。
【図３】ガイドラインのずれ及び／又は逸脱の表示の表示例を示す概略図。
【図４】医用撮像ガイドライン／プロトコルのずれ及び／又は逸脱を監視及び報告する方
法の一実施形態のフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１を参照すると、医用撮像ガイドライン及びプロトコル順守を実施するように構成さ
れるシステム１００の実施形態が概略的に示されている。ネットワーク解析器１１０は、
送信された医用画像１０５及び関連情報をキャプチャし、読み込む。ネットワーク解析器
１１０は、通信ネットワーク１１２上の通信トラフィックのパケット及び／又はメッセー
ジ解析を使用して、送信された医用画像１０５及び関連情報をキャプチャする。通信ネッ
トワーク１１２は、有線及び／又は無線通信、セルラ及び／又はそれらのデータ通信、ロ
ーカル及び／又は公衆通信、及びそれらの組み合わせが含まれることができます。医用画
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像１０５及び関連情報は、ＤＩＣＯＭネットワークプロトコルを介するなどして、医用画
像及び関連情報を含む傍受されたメッセージを介してキャプチャされ読み込まれることが
できる。
【００１７】
　ネットワーク解析器１１０は、医用撮像装置又はスキャナ１２０のような、ネットワー
ク１１２上の送信ポイント１２２においてＤＩＣＯＭメッセージをキャプチャし読み込む
ことができる。ネットワーク解析器は、診断記録ワークステーション１２６、及び／又は
画像保管通信システム（ＰＡＣＳ）、部門別放射線医学情報システム（ＲＩＳ）、病院情
報システム（ＨＩＳ）、電子医療記録（ＥＭＲ）システム、それらの組み合わせなどを含
みうる画像記憶サブシステム１２８のような、ネットワーク１１２上の受信ポイント１２
４においてＤＩＣＯＭメッセージをキャプチャし読み込むことができる。ネットワーク解
析器は、ネットワークスイッチ、ルータ、それらの組み合わせなどの、ネットワーク１１
２上のネットワーク通過ポイント１３０においてＤＩＣＯＭメッセージをキャプチャし読
み込むことができる。
【００１８】
　医用画像１０５及び関連情報は、医用撮像装置１２０によって生成され、コンピュータ
トモグラフィ（ＣＴ）、磁気共鳴（ＭＲ）、ポジトロンエミッショントモグラフィ（ＰＥ
Ｔ）、単一陽子放出コンピュータトモグラフィ（ＳＰＥＣＴ）、超音波（ＵＳ）、又はそ
れらの組み合わせなどの１又は複数のモダリティを含む。いくつかの例では、送信された
医用画像及び関連情報をキャプチャすることによって、複数のモダリティ、複数の医用撮
像装置インプリメンテーション、複数の医用撮像装置ベンダ、及びそれらの組み合わせな
どからの医用画像１０５及び関連情報の解析が可能になる。ある例では、画像記憶サブシ
ステム１２８からの医用画像及び関連情報のキャプチャが、医用画像及び関連情報のそれ
ぞれの解析を可能にする。
【００１９】
　医用画像１０５及び関連情報をキャプチャし読み込むことは、撮像プロシージャ中のス
キャンパラメータの適切な選択を将来実施することによって撮像プロシージャにおけるず
れを低減する別の手法とは異なる。撮像装置又はスキャナの構成中の将来的な実施アプロ
ーチにおいて、オペレータは、所定のプロセスに従って情報を入力し又は選択し、これは
、逸脱を許さない。しかしながら、このアプローチは、撮像装置１２０の個々のサプライ
ヤの撮像装置ソフトウェアに従う実装上の制約によって決定されるという欠点がある。単
一の撮像装置上のソフトウェアを使用して特定のスキャンパラメータ、特定のプロトコル
選択、又は特定のガイドラインステップを実施することは、医療機関によって要求される
能力を提供しないことがある。例えば、特定のスキャンパラメータは、ベンダＤによるイ
メージング装置ＢとベンダＣによるイメージング装置Ａとで異なり得る。新しいパラメー
タは、撮像装置Ａに追加されるが、イメージング装置Ｂには利用可能ではない。
【００２０】
　更に、この将来の実施アプローチでは、多様な撮像モダリティ、撮像装置サプライヤ、
又は医療組織全体にわたる品質の監視を容易にしない。すなわち、個々の撮像装置１２０
を情報の島として見ることは、医療機関内での医用画像１０５の消費及び利用を無視する
。例えば、患者は、主治医によるオーダーに従って医療機関のロケーション１において撮
像プロトコルＡを受け、次にロケーション２において撮像プロトコルＡをオーダーする専
門家を訪問し、よって、患者は、重複する撮像プロシージャＡを受ける。別の例において
、撮像プロシージャのオーダーは、ロケーション１においては撮像プロトコルＡとして解
釈され実行され、ロケーション２においては撮像プロトコルＢとして解釈され実行される
。
【００２１】
　解析ユニット１４０は、キャプチャされた医用画像１０５及び関連情報を、記憶された
医用ガイドライン１４２と比較する。いくつかの実施形態において、比較は、取得された
医用画像１０５の内容及び関連情報を、画像処理ステップの出力と比較（例えば、解剖学
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的アトラスとの位置合わせなど）することを含み、これについては例えば、"Device, sys
tem and method for quality assessment of medical images," filed on December 21, 
2015 as U.S. provisional application 62/270,191に記載されており、その内容は全体
が参照により本明細書に盛り込まれる。いくつかの実施形態では、解析ユニット１４０は
、スケジューリングシステムからの患者医療撮像スケジューリング情報などの更なる情報
、ＥＭＲ又は他の臨床システムからの、スキャンパラメータを決定するために使用される
物理的属性などの患者データ、画像記憶サブシステム１２８からの患者の他のスキャン、
撮像装置１２０のログ、及び／又はそれらの組み合わせの情報を取り出す。いくつかの実
施形態において、解析ユニットは、スタディ又はシリーズ記述、撮像プロシージャのオー
ダーからの情報、医用画像１０５及び関連情報の確率的マッチング、それらの組み合わせ
などのＤＩＣＯＭデータエレメントを、対応する記憶された医療ガイドライン１４２を識
別するためのキーとして使用する。
【００２２】
　解析ユニット１４０は、記憶された医療ガイドライン１４２からのずれ又は逸脱を識別
する。ずれ又は逸脱は、不正確なイメージングプロトコルの選択、不正確なスキャンパラ
メータ、患者に関する繰り返される又は欠けているスキャンデータ取得、不正確な画像再
構成プロシージャ、不正確な患者ポジショニング、（複数の）再構成画像の不正確なルー
ティングプロシージャのうち１又は複数を含みうる。解析ユニット１４０は、各タイプの
ずれ又は逸脱をサーチし、送信された各医用画像１０５及び関連情報に関して１又は複数
のずれ又は逸脱を識別することができる。
【００２３】
　例えば、再構成画像を基準画像又はアトラスと比較することによって、実際に撮像され
た患者の解剖学的構造と選択されたガイドラインに従って撮像されるべき解剖学的構造と
の間のずれ又は逸脱が識別される。撮像された既述の解剖学的構造のＤＩＣＯＭデータか
らの関連情報は、解析を確認及び／又は拡張するために使用されることができる。ずれ又
は逸脱の例は、不完全な解剖学的撮像（アトラスによるすべての解剖学的領域が実際の画
像に存在するわけではない）、撮像された領域が撮像プロトコルを超える（画像がプロト
コルを超える領域を含む）、画像ボリューム又は面積の不正確なアライメント又は不正確
な患者ポジショニング（予め決められた閾値量より大きいボリューム又は面積のオフセッ
ト、又は予め決められた閾値量より大きい特定のビュー平面からの回転角度）、不正確な
再構成（再構成画像の不正確な向き、不正確なスライス厚、不正確なフィルタの適用又は
再構成中のフィルタの不存在、不正確な再構成アルゴリズムを使用）、不正確なコントラ
スト又はコントラストの欠如（画像内の又はＤＩＣＯＭデータに記述されるコントラスト
の有無又はロケーションに基づく）、誤ったタイミングでのコントラスト付与（ウォッシ
ュアウトフェーズにおける動きベースの画像内のコントラスト、ターゲットとされる解剖
学的領域におけるピーク摂取）を含む。いくつかの実施形態において、個々のスキャンパ
ラメータのずれ又は逸脱は、特定のＤＩＣＯＭデータエレメントから識別されることがで
き、又は画像と基準画像又はアトラスとの比較から推測されることができる。例えば、Ｄ
ＩＣＯＭフィールドは、ガイドラインとは異なるヘリカルスキャンのピッチを含む。
【００２４】
　別の例では、ＤＩＣＯＭデータエレメントに記述される選択された撮像プロトコルが、
ガイドラインと比較される。関連情報内に記載される撮像プロトコルがない場合、他のＤ
ＩＣＯＭフィールド及び／又は画像コンテントとアトラスとの比較からの情報が、不正確
に選択されたプロトコル及び／又はガイドラインに従うプロトコルからの逸脱／ずれを推
測するために使用されることができる。
【００２５】
　別の例では、再構成された（複数の）画像に関する不正確なルーティングプロシージャ
が、キャプチャされ読み込まれた画像（１０５）のルーティング情報、例えばＤＩＣＯＭ
メッセージ宛先、ＴＣＰ／ＩＰ又はＯＳＩプロトコルメッセージ又はパケットヘッダ情報
などから、識別される。宛先アドレスは、選択されたガイドライン２００のルーティング
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情報２５０と比較されることができる。ドメインネームサービス（ＤＮＳ）を使用して、
宛先表示のさまざまな表現が、比較のための標準化形式に変換されることができる。
【００２６】
　いくつかの実施形態において、関連情報を有する医用画像１０５と選択されたガイドラ
インとの間のずれ及び／又は逸脱は、他のシステムからの追加の情報を用いて識別され及
び／又は確認されることができる。例えば、ＤＩＣＯＭデータエレメント又は画像コンテ
ントは、撮像プロシージャのタイムスタンプ及び患者識別を提供する識別情報を含む。ス
キャナからのログと組み合わせて使用されるタイムスタンプ及び患者識別は、選択された
ガイドラインを超えて行われるデータ取得を識別するために使用されことができる。すな
わち、タイムスタンプ及び患者識別が、特定のログのサーチパラメータとして使用される
ことにより、画像データ取得の予め決められた時間内に或る患者のすべての取得を識別し
、選択されたガイドラインを超えるものを、逸脱及び／又はずれとして識別することが可
能になる。
【００２７】
　別の例では、反復される撮像プロシージャの場合、タイムスタンプ及び識別を使用され
ることにより、予め決められた時間間隔内の同じ患者の他の読み込み画像及びキャプチャ
画像をサーチすることができる。サーチは、計画された撮像プロシージャ及び／又は患者
に関して以前に実施された撮像プロシージャの情報を提供する撮像プロシージャスケジュ
ーリングシステム、ＥＭＲシステムなどの他のシステムに拡張されることができる。
【００２８】
　解析ユニット１４０は、医用画像１０５及び関連情報をキャプチャし読み込むことによ
って、撮像装置及び／又はベンダ間で相違するスキャンパラメータ間の柔軟性を提供する
。例えば、ＣＴ胸部撮像プロシージャの場合、スキャンパラメータは、ベンダＣによるイ
メージング装置ＡとベンダＤによるイメージング装置Ｂとの間で異なり得る。キャプチャ
され読み込まれた医用画像１０５の生成において実際に使用されたスキャンパラメータの
両方のセットは、各々がガイドラインに準拠するかどうかを判定するために、ガイドライ
ンに対して遡及的に評価されることができる。新しい撮像装置が組織に追加され、及び／
又は新しい撮像プロシージャが特定の撮像装置に追加されると、解析ユニット１４０は、
新しい撮像装置に含められることなく及び／又は将来の実施アプローチのような新しいイ
メージングプロトコルの設定なしに、キャプチャされ読み込まれた医用画像１０５に従っ
てずれ及び／又は逸脱を自動的に識別する。すなわち、解析は、画像装置による医用画像
１０５の出力を使用して実施されることができ、ある例では、更なる情報を使用して及び
撮像装置の将来の実施セットアップに頼ることなく、解析が実施されることができる。更
に、特定の撮像プロシージャが実施されない場合、撮像装置において走査パラメータを将
来的に実施するためのセットアップ及び保守の努力が、排除される。すなわち、さまざま
な患者のニーズ及び撮像プロシージャに対応する能力と矛盾する可能性がある厳格な将来
の実施を保証するために、貴重な人員時間が費やされることはなく、更には使用されなく
てもよい。
【００２９】
　解析ユニット１４０は、異なる撮像モダリティ、撮像装置サプライヤ、及び／又は医療
機関のさまざまな組織ユニットにわたる品質の監視を提供する。例えば、キャプチャされ
読み込まれた医用画像１０５は、例えば新しいロケーション、撮像装置のような新しいソ
ースを含むことができ、それらは、記憶された医療ガイドライン１４２との比較に含めら
れる。すなわち、新しいソースが医用画像１０５を出力すると、ネットワーク解析器１１
０は、追加の出力医用画像１０５を自動的にキャプチャし、次いで、それらは、解析ユニ
ット１４０によって解析される。ネットワーク解析器１１０は、撮像装置構成に対するア
クセスに依存しない。別の例では、二重撮像プロシージャが、同じ患者及び同じ解剖学的
構造のキャプチャされ読み込まれた２つの医用画像１０５に基づいて、識別されることが
できる。すなわち、スキャンパラメータの将来的な実施は、各プロシージャを個別に許可
する。キャプチャされ読み込まれた医用画像１０５を用いて、解析ユニット１４０は、各
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プロシージャからの画像を比較し、それらが重複するもの又は記憶された医用ガイドライ
ン１４２からの逸脱と見なされる所定の時間間隔内の同じ患者の同じ解剖学的構造である
こと決定する。
【００３０】
　ダッシュボードユニット１５０は、識別されたずれ及び／又は逸脱を表示装置１５２に
表示する。ずれ及び／又は逸脱の表示は、遡及的に解析された医用画像及び関連情報を含
み得る。例えば、解析された医用画像は、事前に送信されてイメージング記憶サブシステ
ムに記憶され、ネットワーク解析器１１０によって取り出されることができる。ずれ及び
／又は逸脱の表示は、テキスト表示及び／又はグラフィック表示を含み得る。ずれ及び／
又は逸脱の表示は、さまざまな異なるレベルの集約又は細かさを含み得る。
【００３１】
　ネットワーク解析器１１０は、デジタルプロセッサ、マイクロプロセッサ、電子プロセ
ッサ、光プロセッサ、マルチプロセッサ、ピアツーピアプロセッサ、又は協調動作プロセ
ッサを有するプロセッサの分布のような、ネットワーク１１２に通信可能に接続され、ネ
ットワーク１１２からトラフィックをキャプチャし読み込むように構成される１又は複数
のプロセッサ１６０によって適切に具体化される。解析ユニット１４０及びダッシュボー
ドユニット１５０は、医用画像１０５及び関連するデータと記憶された医用ガイドライン
１４２との開示された比較、ずれ及び／又は逸脱の識別、ずれ及び／又は逸脱の表示を、
をそれぞれ実行するように構成される１又は複数の構成プロセッサ１６２、１６３によっ
て適切に具体化される。構成プロセッサ１６０、１６２、１６３、１６４は、光ディスク
、磁気ディスク、構成プロセッサを有するコンピューティング装置の半導体メモリなどの
、一時的な媒体を除くが物理メモリやの他の非一時的な媒体を含むコンピュータ可読記憶
媒体に記憶された少なくとも１つのコンピュータ可読命令を実行して、ネットワーク１１
２からトラフィックをキャプチャし読み込むこと、医用画像１０５及び関連データと記憶
された医療ガイドライン１４２とを比較すること、ずれ及び／又は逸脱を識別すること、
及びずれ及び／又は逸脱を表示することを実施する。構成プロセッサは更に、搬送波、信
号又は他の一時的媒体によって担持される一又は複数のコンピュータ可読命令を実行する
ことができる。図に示されるコンポーネント間のラインは通信パスを表す。
【００３２】
　記憶された医療ガイドライン１４２及び画像記憶サブシステム１２８は、１又は複数の
構成コンピュータプロセッサ１６４、１６２によってアクセスされるローカルディスク、
クラウドストレージ、リモートストレージなどのコンピュータ記憶媒体によって適切に具
体化される。表示装置１５２は、コンピュータディスプレイ、プロジェクタ、身体装着型
ディスプレイなどにより適切に具体化される。
【００３３】
　図２を参照すると、例示的な医用撮像ガイドライン２００が示されている。医用撮像ガ
イドライン２００は、解剖学的領域及びモダリティのようなガイドライン２００の範囲を
特定する識別情報２１０を含む。識別情報は、キャプチャされ読み込まれる医用画像１０
５及び関連情報とどのガイドラインが比較されるかを識別するために使用されることがで
きる。識別情報２１０は、特定の撮像装置、撮像装置のタイプ又はモデル、その他を含む
ことができる。識別情報２１０は、撮像プロトコルが実行される特定のロケーションを含
むことができる。
【００３４】
　ガイドライン２００は、検証プロシージャ、患者の安全プロシージャ及びセットアップ
、造影剤の選択及び準備などの撮像プロトコルプロシージャ情報２２０を含むことができ
る。
【００３５】
　ガイドライン２００は、スキャンタイプ、回転時間、コリメーション、フィルタリング
、カバレッジ、エネルギーレベル、ピッチ、線量、解像度、及び／又はそれらの組み合わ
せのような撮像プロトコルスキャンパラメータ２３０を含む。いくつかの実施形態では、
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ガイドライン２００は、複数セットのスキャンパラメータ２３０を含み、各セットは、画
像データ取得のための解剖学的構造の一部に特有のものである。
【００３６】
　ガイドライン２００は、１又は複数の撮像プロトコル再構成プロシージャ２４０を含む
。再構成プロシージャ２４０は、再構成アルゴリズム、再構成される取得データ、フィル
タのタイプ、次元情報、及び／又はそれらの組み合わせなどを指定する。
【００３７】
　ガイドライン２００はルーティング情報２５０を含むことができる。例えば、ルーティ
ングは、１又は複数の診断ワークステーション１２６及び／又は画像記憶サブシステム１
２８のアドレス（電子的又は物理的）を含み得る。
【００３８】
　図３を参照すると、ガイドラインからのずれ及び／又は逸脱表示３００の表示例の概略
図が示されている。ディスプレイ３００は、リスト形式又は表形式でガイドラインずれ及
び／又は逸脱３１０の例を概略的に示す。ディスプレイ３００は、円グラフ、ヒストグラ
ム、散布図、棒グラフなどのガイドラインのずれ及び／又は逸脱３１０のグラフィック形
式を含むことができる。
【００３９】
　ディスプレイ３００は、オーダーされた患者撮像プロシージャ３２０と合致する対応す
るガイドライン３３０とリストアップする。各撮像プロシージャ３２０及び対応するガイ
ドライン３３０について、ガイドラインのずれ若しくは逸脱３４０又はそれらの表現が示
される。
【００４０】
　ディスプレイ３００は、撮像プロシージャ３２０がいつ実行されたかを示す日付／タイ
ムスタンプ３５０、撮像プロシージャ３２０を実施するオペレータのオペレータ識別子３
６０、又は撮像プロシージャ３２０を実施するために使用される装置及び／又はモダリテ
ィを識別する撮像装置１２０の識別子又はモダリティ識別子３７０、撮像プロシージャ３
２０がどこで実施されたかを示すサイト又はロケーション識別子３８０のような付加情報
を含むことができる。
【００４１】
　ディスプレイ３００は、撮像プロシージャ３２０又はガイドライン３３０の上記の属性
のうちの1又は複数について順序付けられ、選択的に示され、又はグループ化され、順序
、選択又はグループ化３９０を示すために使用され得る。例えば、ディスプレイは、オペ
レータのBob Jonesについて選択されるものであり、ゆえに、Bob Jonesによって実施され
た撮像プロシージャに関するガイドラインのずれ及び／又は逸脱を示す。別の例では、デ
ィスプレイは、ＣＴモダリティを使用して実施された撮像プロシージャのガイドラインず
れに関して選択的であり得る。
【００４２】
　グループ化は、上記の属性のうちの１又は複数に従ったサマリ情報又は記述統計を含む
ことができる。例えば、ずれの種類別にずれの頻度をリストすることができる。別の例で
は、サイトごとに平均ずれ数をリストすることができる。
【００４３】
　サマリ情報は、グラフィック表示される数値、平均値、中間値、中央値、最大値、最小
値、標準逸脱などの属性のグラフィック表示又は属性の記述統計に組み込まれることがで
きる。
【００４４】
　図４を参照すると、医用撮像ガイドライン／プロトコルからのずれ及び／又は逸脱を監
視し報告する方法の一実施形態がフローチャートで示されている。
【００４５】
　４００において、送信された医用画像１０５及び関連情報が、キャプチャされ読み込ま
れる。送信された医用画像１０５及びＤＩＣＯＭメッセージで送信されるような関連情報
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は、送信ポイント１２２、受信ポイント１２４、及び／又はネットワーク上の通過ポイン
ト１３０、画像記憶サブシステム１２８、及び／又はそれらの組み合わせからキャプチャ
され、読み込まれる。
【００４６】
　４１０において、送信された医用画像１０５及び関連情報が、記憶された医用ガイドラ
イン１４２と比較される。比較は、医用画像及び関連情報に基づく比較のためのガイドラ
インの選択を含む。選択は、ＥＭＲ、臨床システム、スケジューリングシステム、撮像装
置制御システム、撮像記憶サブシステムのような他のシステムの使用を含むことができる
。
【００４７】
　４２０において、ガイドライン１４２と関連情報を有する送信医用画像１０５との間の
ずれ及び／又は逸脱が識別される。ずれ又は逸脱は、不正確な撮像プロトコルの選択、不
正確なスキャンパラメータの使用、患者の繰り返されるスキャンデータ取得、不正確な画
像再構成、不正確な患者ポジショニング、再構成された（複数の）画像の不正確なルーテ
ィングプロシージャ、反復される撮像スキャンプロシージャの１又は複数を含むことがで
きる。
【００４８】
　４３０において、識別されたずれ及び／又は逸脱の表示が表示装置に表示される。表示
は、テキスト又はグラフィックであり得る。ディスプレイは、医用画像１０５並びに関連
する情報を生成し送信した撮像プロシージャの属性及び／又は支配的なガイドラインによ
って、ずれ及び／又は逸脱を要約することができる。
【００４９】
　上記は、コンピュータプロセッサによって実行されたときにプロセッサに上述した処理
を実行させる、コンピュータ可読記憶媒体上に符号化又は埋め込まれたコンピュータ可読
命令によって実現されることができる。追加的又は代替的に、コンピュータ可読命令のう
ちの少なくとも１つは、信号、搬送波、又は他の一時的媒体によって担持される。
【００５０】
　本開示は、好適な施形態を参照して記述された。上述の詳細な説明を読み理解すること
により、変形例及び変更例が当業者に思いつくであろう。本発明は、そのようなすべての
変形例及び変更例が添付の特許請求の範囲又はその均等物の範囲内に入る限り、それらの
変形例及び変更例を含むものと解釈されることが意図される。



(12) JP 2020-514852 A 2020.5.21

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】



(13) JP 2020-514852 A 2020.5.21

10

20

30

40

【国際調査報告】



(14) JP 2020-514852 A 2020.5.21

10

20

30

40



(15) JP 2020-514852 A 2020.5.21

10

20

30

40



(16) JP 2020-514852 A 2020.5.21

10

20

フロントページの続き

(81)指定国・地域　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,G
T,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JO,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX
,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,
TN,TR,TT

(72)発明者  サールバッハ　アクセル
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　５
(72)発明者  ハーダー　ティム　フィリップ
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　５
(72)発明者  ノルドフ　ターニャ
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　５
(72)発明者  フォン　ベルグ　イェンス
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　５
(72)発明者  ワッヘター‐ステール　イリーナ
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　５
(72)発明者  ウィムカー　ラファエル
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　５
(72)発明者  ウェンゼル　ファビアン
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　５
Ｆターム(参考) 4C093 AA22  AA26  CA17  CA26  CA35  CA36  FA06  FA35  FA43  FA52 
　　　　 　　        FG04  FH06  FH07  FH09 
　　　　 　　  5L099 AA26 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

